
Ⅰ　基礎情報

都道府県・市名

合併期日

合併形式

住所　(旧市町村名も記載)

人口  (合併直近の国調)

面積

議員定数

関係市町村名

Ⅱ 関係市町村合併直前の状況

市町村名 人口　 （人） 面積　（k㎡） 議員数　（人） 高齢化比率　(%)

川内市 73,236 265.48 28 21.6

樋脇町 7.951 64.18 16 32.5

入来町 6.454 72.38 16 31.5

東郷町 5.978 80.15 14 29.6

祁答院町 4.625 82.56 14 36.1

里村 1.517 17.31 10 37.6

上甑村 2.008 35.08 10 47.8

下甑村 2.803 57.61 12 37.1

鹿島村 892 8.68 10 40.5

合計 ー 105.464 683.43 130 ー

Ⅲ 関係市町村の財政状況

１５年度決算

地方税 （千円） 地方交付税 （千円）

川内市 30,688,738 8,440,367 5,012,532 0.68

樋脇町 5,296,756 574,590 1,764,457 0.26

入来町 4,245,666 430,649 1,651,129 0.24

東郷町 3,873,759 314,182 1,647,367 0.18

祁答院町 5,014,923 305,802 1,681,255 0.18

里村 2,210,119 88,552 959,164 0.1

上甑村 2,659,112 138,913 1,225,403 0.12

下甑村 3,801,093 182,854 1,573,260 0.12

鹿島村 1,367,177 42,247 681,725 0.07

合計 － 59,157,343 10,518,156 16,196,292 － －

鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号（旧川内市）

記入月日：平成16年10月27日

合併市に関する調査

関係市町村

＊数値は合併直近の決算数値を使用。ただし、平成14年4月1日以降合併の場合、合併直近の予算を記入。

歳入合計　（千円）市町村名 指定団体等の指定状況

鹿児島県・薩摩川内市（さつませんだいし）

平成16年10月12日

新設合併

１０５，４６４人

６８３.４３㎢

３４人（定数特例４４人）

川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑
村、下甑村、鹿島村（１市４町４村）

関係市町村

財政力指数



Ⅸ　合併の概要

合併協議会の期日 設置年月日： 解散年月日:

住民発議について

市町村建設計画

基本理念

将来都市像

旧市町村庁舎の利活用
回答

2

議会の議員の定数に関する特例

議会の議員の在任に関する特例

議会の議員の報酬額

地域審議会の設置について

　内 容

地方税に関する特例

合併特例債発行限度額 (億円)

Ⅴ  その他

⑦国民健康保険事業（４方式賦課、不均一課税）

⑧消防防災関係事業（防災体制）

⑨コミュニティ施策（コミュニティ協議会設置）

⑩一部事務組合（直営方式、委託方式）

②法人市民税の法人税割の税率は、川内市の例により制限税率（14.7％）を採用する。た
だし、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併年度に続く３年度間は
現行の税率を適用する。

①新市の名称（公募、小委員会審議）

②新市の事務所の位置

⑤地方税（不均一課税）

③議会議員の定数及び任期（定数特例適用、選挙区設置）

④農業委員会委員の定数及び任期（在任特例適用）

６　都市力を創生するまちづくり

残された課題について、箇条書きでご記入ください。

協議された事項
⑥事務組織及び機構（本庁と８総合支所）

・コミュニティ協議会設置による行政との協動体制の確立、広聴機能の強化
・各地域が有する資源の一体的活用と各地域間の交流活性化

有 有の場合：　　　　 ４４名（９選挙区設置）

無 有の場合：   － 年 － ｹ月

２　健康でともに支え合うまちづくり

４７８.８億円

有

川西薩地区任意合併協議会（２市４町４村）：H14.10/7設置、H14.12/24解散

本庁及び支所

計画の期間：10年間

有

３　地域の特色を活かした教育・文化のまちづくり

４　誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり

５　地域力を発揮し産業活力を創出するまちづくり

月額：40.3万円

無

なし

主要項目について、簡単な内容を含め10項目ご記入ください。(例：庁舎の位置 等)

   内 容 川西薩地区法定合併協議会（２市４町３村）：H14.12/25設置、H15.7/10活動休止、H16.10/11解

川薩地区法定合併協議会（１市４町４村）：H15.7/10設置、H16.10/11解散

平成14年10月7日 平成16年10月11日

７　みんなで進める市民参画のまちづくり

基本方針

  内 容

①個人市民税の均等割について、標準税率（2.500円）を採用する。ただし、市町村の合
併の特例に関する法律第10条の規定により、合併年度に続く３年度間は現行の税率を適用
する。（法改正により一律3.000円となったため、未実施）

電算システムの統合 1.新規システムの構築　②既存システムの活用　3.相互システムの活用　4.その他　から選択

  基本計画の主要項目

地域力が奏でる都市力の創出

市民が創り、市民が育む、交流躍動都市

１　コミュニティを活かし地域力を育むまちづくり




